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信用取引に関する説明書 新旧対照表

※下線部変更

新 旧

５Ｐ

■「一般信用取引」について

● （略）

● （略）

● 当社では、一般信用取引による委託は買付けの

みとし、返済期限については、原則として無期

限としておりますが、上場廃止、株式分割、株

主割当増資、株式移転、株式交換、合併、株式

併合、減資等の処理を迎える場合、（削除）一

般信用の非取扱になった場合、当社が（削除）

与信上問題あると判断した場合、（削除）当社

事務手続上の制約による場合については、当社

が予め定めた日をもって、返済期限とする場合

がありますのでご了承ください。

（略）

６Ｐ

■当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概

要等

①～⑧（略）

⑨ 制度信用取引の返済期限は６か月と決めら

れており、６か月を超えて制度信用取引を

継続することはできませんが、当社のタチ

バナストックハウス信用取引における返済

期限は６か月目の前営業日までとします。

また、一般信用取引の返済期限については、

原則として無期限としております。ただし、

制度信用取引及び一般信用取引の建玉の銘

柄が、上場廃止、株式併合、株式移転、株

式交換、株式分割、減資等の処理を迎える

場合、及び当社により一般信用取引非取扱

銘柄に指定された場合、当社が与信上問題

あると判断した場合、当社事務手続上の制

約による場合等については、当社が予め定

５Ｐ

■「一般信用取引」について

● （略）

● （略）

● 当社では、一般信用取引による委託は買付けの

みとし、返済期限については、原則として無期

限としておりますが、株式分割、株主割当増資、

株式移転、株式交換、合併、株式併合、減資等

の処理を迎える場合、上場廃止及び当社が非取

扱銘柄とした場合等については、当社が予め定

めた日をもって、返済期限とする場合がありま

すのでご了承ください。

（略）

６Ｐ

■当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概

要等

①～⑧（略）

⑨ 制度信用取引の返済期限は６か月と決めら

れており、６か月を超えて制度信用取引を

継続することはできませんが、当社のタチ

バナストックハウス信用取引における返済

期限は６か月目の前営業日までとします。

また、一般信用取引の返済期限については、

原則として無期限としております。ただし、

制度信用取引及び一般信用取引の建玉の銘

柄が、上場廃止、株式併合、株式移転、株

式交換、株式分割、減資等の処理を迎える

場合、及び当社により一般信用取引非取扱

銘柄に指定された場合等については、当社

が予め定めた日をもって、返済期限としま

すのでご注意くだい。
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めた日をもって、返済期限としますのでご

注意ください。

（略）

          

９Ｐ～１３Ｐ

（別紙１）

手数料及び諸費用について

１．信用取引委託手数料

（１） 個別手数料コース（一注文の信用取引約定代

金ごとに算出します。）

令和元年 9月 30 日まで

１注文の約定代金 委託手数料

～    

１０万円以下
０円

  １０万円超 ～    

２０万円以下
１０８円

２０万円超 ～

５０万円以下
１８９円

５０万円超 ～

１，０００万円以下
３７８円

１，０００万円

超 ～
  ０円

令和元年 10月 1 日から

１注文の約定代金 委託手数料

～    

１０万円以下
０円

  １０万円超 ～    

２０万円以下
１１０円

２０万円超 ～

５０万円以下
１９２円

５０万円超 ～

１，０００万円以下
３８５円

１，０００万円

超 ～
  ０円

（略）

９Ｐ～１２Ｐ

（別紙１）

手数料及び諸費用について

１．信用取引委託手数料

（１） 個別手数料コース（一注文の信用取引約定

代金ごとに算出します。）

１注文の約定代金 委託手数料

～    

１０万円以下
５４円

  １０万円超 ～    

５０万円以下
１８９円

５０万円超 ～

１，０００万円以下
３７８円

１，０００万円

超 ～
  ０円

（新設）
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（２） 定額手数料コース（注文件数にかかわら

ず、１日の信用取引約定代金合計により算出

します。）

令和元年 9月 30 日まで

１注文の約定代金

（総額）
委託手数料

～

   ２０万円以

下

  ０円

２０万円超

～   ５０万円

以下

１，０８０円

５０万円超

～  ５００万円

以下

２，１６０円

５００万円超

～１，０００万円以

下

４，３２０円

以降１，０００

万円増すごとに

  ４，３２０円加

算

（手数料上限金額）８６，４００円

令和元年 10月 1 日から

１注文の約定代金

（総額）
委託手数料

～

   ２０万円以

下

  ０円

２０万円超

～   ５０万円

以下

１，１００円

５０万円超

～  ５００万円

以下

２，２００円

５００万円超

～１，０００万円以

下

４，４００円

以降１，０００

万円増すごとに

  ４，４００円加

算

（２） 定額手数料コース（注文件数にかかわらず、

１日の信用取引約定代金合計により算出し

ます。）

１注文の約定代金

（総額）
委託手数料

～

   ２０万円以

下

  ５４０円

２０万円超

～   ５０万円

以下

１，０８０円

５０万円超

～  ５００万円

以下

２，１６０円

５００万円超

～１，０００万円以

下

４，３２０円

以降１，０００

万円増すごとに

  ４，３２０円加

算

（手数料上限金額）８６，４００円

（新設）
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（手数料上限金額）８８，０００円

（３） 電話注文手数料（一注文の信用取引約定

代金ごとに算出します。）

令和元年 9月 30 日まで

手数料率

約定代金 × ０．７５６％

（最低手数料）５，４００

円・（手数料上限金額）１０

８，０００円

令和元年 10月 1 日から

手数料率

約定代金 × ０．７７％

（最低手数料）５，５００

円・（手数料上限金額）１１

０，０００円

２．～５．（略）

６．信用取引管理費（事務管理費）

令和元年 9月 30 日まで

１銘柄の売買別の新規建て約定日から１ヶ

月を経過するごとに、１株につき１０.８銭【単元

株制度の適用を受けない銘柄について１株につき

１０８円（削除）】の割合で計算します。その額が

１０８円に満たない場合は、１０８円を最低とし

最高１,０８０円までの金額を計算して決済時に

ご精算いただきます。

令和元年 10月 1 日から

１銘柄の売買別の新規建て約定日から１ヶ

月を経過するごとに、１株につき１１.０銭【単元

株制度の適用を受けない銘柄について１株につき

１１０円】の割合で計算します。その額が１１０

円に満たない場合は、１１０円を最低とし最高１,

１００円までの金額を計算して決済時にご精算い

ただきます。

７．信用取引名義書換料（権利処理手数料）

令和元年 9月 30 日まで

権利付最終日を超えて買建玉銘柄を保有し

（３） 電話注文手数料（一注文の信用取引約定代

金ごとに算出します。）

手数料率

約定代金 × ０．７５６％

（最低手数料）５，４００円・

（手数料上限金額）１０８，

０００円

（新設）

２．～５．（略）

６．信用取引管理費（事務管理費）

１銘柄の売買別の新規建て約定日から１ヶ

月を経過するごとに、１株につき１０.８銭【単元

株制度の適用を受けない銘柄について１株につき

１０８円）】の割合で計算します。その額が１０８

円に満たない場合は、１０８円を最低とし最高１,

０８０円までの金額を計算して決済時にご精算い

ただきます。

（新設）

７．信用取引名義書換料（権利処理手数料）

権利付最終日を超えて買建玉銘柄を保有し

ている場合、名義書換料として、原則、１売買
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ている場合、名義書換料として、原則、１売

買単位あたり５４.０円（ＥＴＦおよびＥＴＮ

については、１売買単位あたり５.４円）で計

算し、決済時にご精算いただきます。

※決算等すべての権利確定時に名義書換料が

毎回発生し、積算します。

令和元年 10月 1 日から

権利付最終日を超えて買建玉銘柄を保有し

ている場合、名義書換料として、原則、１売

買単位あたり５５.０円（ＥＴＦおよびＥＴＮ

については、１売買単位あたり５.５円）で計

算し、決済時にご精算いただきます。

※決算等すべての権利確定時に名義書換料が

毎回発生し、積算します。

１４Ｐ～１５Ｐ

（別紙２）

委託保証金について

１．（略）

２．追加保証金（追証）について

上記（３）の計算により、お客様の保証金の現在

価値（担保価値）が、委託保証金維持率の２５％

を下回った場合には、下回った日から起算して

翌々営業日正午までに３０％を回復するために必

要な額の追加保証金（追証）を当社に差し入れて

いただく必要があります。但し、（削除）委託保証

金維持率が１０％を下回った場合には、その差入

期限は下回った日から起算して翌営業日１５時ま

でとなります。（お客様が上記の各差入期限までに

建玉の一部を反対売買した場合には、当該売買代

金に３０％を乗じた額を追証の額から控除するも

のとします。または、差し入れのあった損金相当

額を追証の額から控除するものとします。）また、

委託保証金の額が法令上の最低保証金の額である

３０万円を下回った場合には、下回った日から起

算して翌々営業日正午までに３０万円を回復する

ために必要な額の追加保証金（追証）を当社に差

し入れていただく必要があります。

単位あたり５４.０円（ＥＴＦおよびＥＴＮに

ついては、１売買単位あたり５.４円）で計算

し、決済時にご精算いただきます。

※決算等すべての権利確定時に名義書換料が

毎回発生し、積算します。

（新設）

１３Ｐ～１４Ｐ

（別紙２）

委託保証金について

１．（略）

２．追加保証金（追証）について

上記（３）の計算により、お客様の保証金の現在

価値（担保価値）が、委託保証金維持率の２５％を

下回った場合には、下回った日から起算して翌々営

業日までに３０％を回復するために必要な額の追

加保証金（追証）を当社に差し入れていただく必要

があります。但し、委託保証金維持率が 20％を下

回った場合には、その差入期限は下回った日から起

算して翌営業日までとなり、委託保証金維持率が１

０％を下回った場合には、その差入期限は下回った

日から起算して翌営業日正午までとなります。（お

客様が上記の各差入期限までに建玉の一部を反対

売買した場合には、当該売買代金に３０％を乗じた

額を追証の額から控除するものとします。または、

差し入れのあった損金相当額を追証の額から控除

するものとします。）また、委託保証金の額が法令

上の最低保証金の額である３０万円を下回った場

合には、下回った日から起算して翌々営業日までに

３０万円を回復するために必要な額の追加保証金
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（追証）を当社に差し入れていただく必要がありま

す。


